
九州のてっぺん

募 集

担当：北九州市 産業経済局農林課 093-582-2078

農林水 産物の 取材 ・ 広報を行 って 、
若松北海岸エリアや地元農林水産物の
魅 力 ア ッ プ 活 動 を 行 っ て く だ さ い 。

新たに観光関連施設の規制緩和が行われている
を活動拠点として、

ブランド野菜の発掘などに取り組みませんか？

あなたの応募、お待ちしています！
募集期間：令和８年２月２０日（金）

～令和８年４月３０日（木）まで
詳細は裏面をご覧ください

【地域の方へ】
市外（条件あり）にお住まいで

若松北海岸に関心がある方がいれば
この募集をお知らせください



募集概要
１ 活動内容

若松北海岸近辺を、主な活動フィールドとし、北九州市西部の農林水産物を
ＳＮＳなどで広報することを通じて、ブランド化、高付加価値化を目指します。

将来的には、今回の業務で得た知識・人脈を活かし、本市の農林水産物の特
性を活かした、地元農林水産物関連の提供する店をオープンするなど、自らの
定住に向けた生活基盤を構築することを目的としています。

２ 募集人数及び主な活動場所
人数： １名 活動場所：若松北海岸をメインとした北九州市西部

（住居は北九州市内）
３ 活動開始時期

令和８年５月以降（選考合格者との相談のうえ決定）最大３年
※毎年契約延長

４ 待遇等
報酬あり（市と委託契約を締結）

５ 選考方法
選考あり（第１次選考は書類選考、第２次選考は面接）
※応募に係る経費（書類申請、面接試験に伴う交通費等）は、応募者負担

６ 応募条件（市内居住者は対象外）
以下の条件を全て満たしている者
・地域おこし協力隊の特別交付税措置に係る地域要件を満たしている方

※条件に適合するかどうかは国の地域要件確認表で確認いただくか、
（総務省ＨＰ）https://www.soumu.go.jp/main_content/000862222.pdf

下記の問い合わせ先までご連絡ください。
・隊員として委嘱後に北九州市内に住民票及び生活拠点を移すことのできる方
・普通自動車運転免許証を所持し、実際に運転できる方
・基本的なパソコン操作（Word・Excel）、インターネットやSNS等を活用で

きる方

・ただし、令和8年度予算が2月議会で承認されなかった場合は、募集を中止
することがあります。

７ 問い合わせ先
北九州市 産業経済局農林水産部農林課 管理係（担当：松浦、尾﨑）
〒８０３－８５０１ 福岡県北九州市小倉北区城内１番１号
電話：０９３－５８２－２０７８（直通） FAX：０９３－５８２－１２０２
Mail：san-nourin@city.kitakyushu.lg.jp

詳しくは、下記の北九州市ホームページをご覧ください。
（ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10900320.html ）
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